
住宅費（取得・賃借）
購入・建築費用・賃料・敷金・
礼金・共益費・仲介手数料

引越費用
引越運送業者による家財運搬費用

リフォーム費用
住宅リフォームに要する費用
※外構工事や家電設置費用は除く

補助対象

令和８年７月～受付開始

29歳以下 39歳以下

対象となる経費

補助上限額

夫婦ともに受講が必要な講座等
（いずれか１つ）※詳細はHP参照

ライフデザイン支援講座

プレコンセプションケア講座

医療機関への妊娠・出産相談

共家事・共育て講座
申請時に必要なもの

詳しくはHPを
ご覧ください ➸

新婚さんの新生活を応援‼ 最大 万円補助

❑ 夫婦ともに39歳以下

❑ 夫婦合算所得が500万円未満

（貸与型奨学金控除可）

❑ 佐久市内に住民票あり

❑ 市税等を滞納していない

❑ 暴力団関係者等でない

❑ 過去に地域少子化対策重点推進

交付金の交付を受けていない

❑ 市が定める講座等を受講

佐久市役所

福祉課福祉政策係
☎0267-62-2919

☑ 交付申請書兼実績報告書

☑ 戸籍謄本

☑ 住民票の写し

☑ 所得証明書

☑ 未納がないことを証する書類

～対象経費に応じて～
☑ 住宅(取得・賃借)関係書類

☑ 引越関係書類

☑ リフォーム関係書類

☑ 夫婦ともに39歳以下
※R8.1.1～R8.12.31までに婚姻届を
提出し、受理された夫婦

☑ 夫婦合算所得が500万円未満

※貸与型奨学金控除可

☑ 住民票の住所が申請に係る住宅の住所

☑ 市税等を滞納していない

☑ 暴力団関係者等でない

☑ 過去に同類の補助金の交付を受けて

☑ いない

☑ 市が定める下記の講座等を受講

補助対象となる方

本補助金は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています

予算上限に達し次第終了となります（終了の場合は市HPで告知）

申請期限：令和９年１月２９日（金）まで

【問い合わせ】


